
「岡山県大規模氾濫減災協議会」設立趣旨

平成27年９月の関東・東北豪雨では、流下能力を上回る洪水により利根川水系鬼

怒川の堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流失や広範囲かつ長期間の浸水が

発生しました。また、これらによる住民の避難の遅れも加わり、近年の水害では例

を見ないほどの多数の孤立者が発生する事態となりました。

この水害を受け、平成27年12月に社会資本整備審議会長から国土交通大臣に対し

て 「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」が答申されま、

した。本答申に基づき、国においては 「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生、

する」との考えに立ち 「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、全ての国直轄、

河川とその沿川市町村において、平成32年度を目標に水防災意識社会を再構築する

取組が開始されているところです。

さらに、平成28年８月には、相次いで発生した台風による豪雨により、東北地方

では県管理河川で氾濫被害が発生、特に岩手県管理の河川では要配慮者利用施設に

おいて入所者が逃げ遅れて犠牲になるなど、痛ましい被害が発生しました。

この水害を受け、平成29年１月に社会資本整備審議会長から国土交通大臣に対し

て 「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」が答申され、

ました。本答申においては、ただちに水防災意識社会再構築の取組を加速し、都道

府県が管理する中小河川においても本格展開するべきであると提言されています。

このような状況に鑑み、岡山県管理河川においても、気候変動により施設の能力

を上回る洪水の発生頻度が高まることが予想されるため 「施設では防ぎきれない、

大洪水は必ず発生する」との共通認識のもと、関係機関が連携・協力し、次の基本

、 「 」 、方針に則り 水害から命を守る 水防災意識社会 の再構築に向けた取組を推進し

さらに加速させていく必要があります。

①水害リスク情報等を地域と共有することにより、要配慮者利用施設等を含めて

命を守るための確実な避難を実現すること

②治水対策の重点化・集中化を進めるとともに、既存ストックの活用等、効率的

・効果的な事業を推進し、被災すると社会経済に大きな影響を与える施設や基

盤の保全を図ること

③逃げ遅れによる人的被害をなくすとともに、地域社会機能の継続性を確保する

ため、関係機関が相互に連携・支援し、総力を挙げて一体的に対応すること

以上のことから、県管理河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取

組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行い、減災のための目標を共

有し、ハード・ソフト対策を一体的、計画的に推進することにより、社会全体で常

に洪水に備える「水防災意識社会」の再構築を目指して 「岡山県大規模氾濫減災、

協議会」を設立します。


